
◎被災者支援システム

罹災証明書統一様式への対応（内閣府）

①統一様式対応

令和２年３月３０日付で、内閣府より罹災証明書の様式統一化についての通知がありました。
被災者支援システムでは、これまで阪神淡路大震災時に西宮市が実際に発行した実績のある
書式を標準様式として採用しておりましたが今般の通知を受け内閣府の統一様式を標準様式
とするように対応しました。

内閣府が提示している様式でのり災証明書が発行できます。
必須事項：世帯主の住所、氏名、罹災原因、住宅の所在地、被害の程度
の項目に併せて
任意の追加項目：世帯構成員（氏名、続柄、生年月日）、浸水区分
を追加しました。

※バージョンアップ後も、様式のカスタマイズは従来の手順で行うことができます。

すでに運用して旧様式でり災証明書の発行を行っている環境がある、またはカスタマイズして独自
証明書を作成している場合には、既存の様式をそのまま継続して発行することが可能です。
（注意事項がありますので、バージョンアップ手順書をご確認ください。）



②証明書の書式設定
様式の変更にあわせて、書式設定画面も統一様式に対応しました。
証明書タイトル、項目名称、各種文言の変更が可能です。
また、確認画面（イメージ表示）も従来の画面ではなく、ＰＤＦで直接確認できるようになりました。
※カスタマイズした独自様式は従来画面確認できませんでしたがこちらもPDFでの確認が可能にな
りました。
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③被害認定区分の変更

今回の様式統一にあわせて変更となった、「被害の程度の区分」にも対応しています。
※従来のバージョンでも設定変更にて対応が可能です。


